
議   第  １５０  号   

令和 ４ 年 ９ 月 ５ 日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表５の表に次のように加える。 

１５ 

熊本市部活動改革検討

委員会 

市立学校の部活動について、子どもの多様な体

験の機会を確保するとともに、持続可能な運営

を図るため、必要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置するため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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